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新城市建設工事等事務手続要綱 

平成17年10月１日 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、新城市が発注する建設工事（工事に使用する資材の買入れ又は工事に

関する業務委託を含む。）の施工に関する事務の取扱いについて、法令、規則その他別に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 金額 消費税相当額を含んだものをいう。 

(２) 契約金額 消費税相当額を含んだものをいう。 

(３) 設計変更 新城市契約規則第53条の規定による「契約内容の変更」により元設計を

変更することをいい、第20条の規定により、契約変更の手続きの前に当該変更の内容をあ

らかじめ受注者又は現場代理人に協議及び指示することを含むものとする。 

(４) 工事 建設工事、測量、調査、設計及び工事用資材の購入をいう。 

(５) 部長 工事施工を担当する課が属する部の部長 

(６) 課長 工事施工を担当する課の課長 

(７) 契約課長 契約事務を担当する課の課長 

 （設計書の作成） 

第３条 工事を施行しようとするとき、又は工事の内容を変更しようとするときは、工事設

計図書又は工事変更設計図書を作成するものとする。 

 （工事の施行伺） 

第４条 課長は、工事設計図書又は工事変更設計図書を作成したときは、予算執行（変更）

伺書（様式第１）に設計図書等を添付し、施行について決裁を得るものとする。 

 （入札執行依頼） 

第５条 前条により決裁を得たときは、入札依頼伺書（様式第２）について課長の決裁を得

て、契約課長に入札執行を依頼するものとする。 

２ 入札予定日は、原則として毎月第１、第３水曜日とする。 

 （入札執行関係） 

第６条 入札の執行は、法令、規則その他別に定めるもののほか、新城市入札執行事務処理

要綱（平成17年制定）、新城市建設工事等競争入札参加業者選定要綱（平成17年制定）に基

づいて行うものとする。 

 （契約の締結） 

第７条 契約は、支出負担行為決議書により決議した後、速やかに契約書（様式第４）又は

請書（様式第５）により契約を締結するものとする。 
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 （監督員の任命） 

第８条 工事（工事に使用する資材の買入れを除く。）の監督員は、市長が工事ごとに任命し

受注者に監督員通知書（様式第６）により通知するものとする。ただし、監督員を置く必

要がないと認めるときは、この限りでない。 

 （監督の方法） 

第９条 監督は、新城市建設工事等監督要綱（平成17年制定）に基づいて行うものとする。 

 （工程表） 

第１０条 工程表（様式第７）の提出は、契約締結後５日以内に行うものとする。 

  （現場代理人） 

第１１条 現場代理人の通知は、現場代理人通知書（様式第８の１）により契約締結後５日

以内に行うものとする。 

２ 現場代理人は、工事現場（工事目的物の敷地にとどまらず、その近傍で直接管理可能な

一定の場所も含む。）に常駐し、請負契約の的確な履行を確保するため、受注者の代理人と

し現場の取締りを行い、工事の施工に関する一切の事項を処理するものとする。ただし、

現場代理人及び主任技術者に関する特約条項（平成23年制定）に基づく、現場代理人は、

以下の各号の条件をすべて満たす場合に工事現場に常駐しているものとして取り扱い、現

場代理人の工事の兼務を1件認めるものとし、現場代理人の兼務届(様式第８の２)を契約後

5日以内に提出するものとする。 

(１)当初設計額が500万円未満の建設工事又は、建設工事に該当しない工事（草刈り、溝浚

い等）及び、請負代金額が3,500万円未満（建築一式工事は7,000万円以上）の建設工事を１

件まで 

(２)同時に兼務できる工事の数は、１件までとする。ただし、いずれも新城市発注の工事で

あること。 

(３)兼務した工事現場間で、常時連絡を取れる体制であること。 

 （主任技術者） 

第１２条 主任技術者の通知は、主任技術者通知書（様式第８の１）により契約締結後５日

以内に行うものとする。 

２ 主任技術者の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１） 学校教育法（昭和22年法律第26号）による高等学校卒業後５年以上又は同法による大

学卒業後３年以上建設業法（昭和24年法律第100号）に定める建設業の種別に応じた

経験を有する者で、在学中に国土交通省令で定めた学科を修めたもの 

（２） 建設業の種別に応じた建設工事に関して、10年以上の実務の経験を有する者 

（３） 国土交通大臣が前２号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者（別

表第１）と認定した者 

３ 国、地方公共団体が発注者である工事で請負代金の額が3,500万円以上（建築一式工事は
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7,000万円以上）のものについては、専任の主任技術者を定める。ただし、例外的に当該工

事と密着な関係のある工事を同一の場所又は近接した場所において施行するものについて

は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事も管理することができる。 

 （監理技術者） 

第１３条 監理技術者の通知は、監理技術者通知書（様式第８の１）により契約締結後５日

以内に行うものとする。 

２ 国、地方公共団体が発注者である工事を直接請負った特定建設業者は、その工事を施行

するために締結した下請契約の請負代金の額（当該契約が二以上あるときは、それらの総

額）が4,000万円以上（建築一式工事にあっては、6,000万円以上）のものについては、専

任の監理技術者を定める。この場合、下請人は、主任技術者を定める。 

３ 監理技術者の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 (１) 建設業法第27条第１項に定める技術検定その他の法令の規定による試験で国土交通

大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で国土交通大臣が定める

もの（別表第２）を受けている者 

 (２) 主任技術者となる資格を有する者で、発注者から直接請負った代金が4,500万円

以上の工事を２年以上指導監督的な実務経験を有するもの 

 (３) 国土交通大臣が前２号と同等以上の能力を有する者と認定した者 

４ 国、地方公共団体等が発注者である工事に専任で置かなければならない監理技術者は、

受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある監理技術者資格者証の交付を受けた者でなけ

ればならないものとし、発注者は資格者証の提示を求めることができる。 

 （専門技術者） 

第１４条 専門技術者の通知は、専門技術者通知書（様式第８の１）により契約締結後５日

以内に行うものとする。 

２ 専門技術者とは、一式工事業者が一式工事の内容である専門工事を自ら施行する場合に、

専門工事又は附帯工事に係る施工の技術上の管理をつかさどる者とし、要件が備わってい

る限り、主任技術者又は監理技術者が兼ねることができる。 

３ 専門工事とは、住宅建築工事を施行する場合における大工工事、屋根工事、内装仕上工

事、電気工事、管工事等、一式工事の内容となる工事を示す。 

 （経歴書） 

第１５条 第11条から前条までの関係書類には、経歴書（様式第９）を添付するものとする。 

（工事の下請負） 

第１６条 受注者はいかなる場合も、請負った工事を一括して下請負させてはならない。 

２ 前項に規定する場合を除き、その請負った工事の一部を下請負させようとするときは、

事前に工事下請負届（様式第18）を提出させるものとする。 

３ 請負者がその請負った建設工事につき自ら工事の主体的部分の施工を行いその他の部分

を他の建設業者に請負わせる場合や、工事全体を下請負に付する場合であっても、各専門
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工事について分業的に他の二以上の建設業者に下請させ、自ら総合的に企画、調整、指導

を行う場合は、一括下請負には該当しない。 

４ 第２項の届を受理したときは、写しを契約課長に送付するものとする。 

（契約期間延長の理由） 

第１７条 契約期間の延長は、次の各号のいずれかに該当し、やむを得ず期間を延長する必

要が生じた場合とする。 

(１) 天災地変等やむを得ないもの（受注者の申出によるもの） 

ア 異常気象による長雨、積雪、凍結などのために作業不能などによるもの 

イ 災害による手戻り、作業不能及び材料搬入困難などによるもの 

ウ その他善良な施工管理者として、特にその責めに帰することができない理由による

もの 

(２) 受注者の責めに帰すべき理由によるもの（受注者の申出によるもの） 

ア 労力不足によるもの 

イ 材料入手の遅延によるもの 

ウ 建設機械の借入遅延又は故障によるもの 

エ 施工上の管理の不備又は過失によるもの 

オ その他明らかに請負者の責めに帰すべきことが明白な場合 

(３) 工事の施工上、契約期間延長の必要があるもの（受注者の申出によらないもの） 

ア 用地買収等の遅れによるもの 

イ 家屋移転等の遅れによるもの 

ウ 用地境界の確認の遅れによるもの 

エ 関連する他の工事の遅れによるもの 

オ 工事を一時中止したもの 

カ その他特別の事情によるもの 

（契約期間延長による協議等の手続） 

第１８条 契約期間の延長は、その必要が生じた都度、監督員が当該延長の理由を掌握し、次

の各号のいずれかの区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。 

（１） 受注者の申出によるもの 

前条第１項第１号及び第２号の場合においては、契約期間延長申出書（様式第10）を

受注者に提出させ、その理由が妥当であると認めたときは、契約期間延長承認通知書（様

式第11）により受注者に通知するものとする。 

（２） 受注者の申出によらないもの 

前条第１項第３号の場合においては、契約期間延長協議書（様式第12）を受注者に送

付し、受注者から契約期間延長承諾書（様式第13）を徴するものとする。 

２ 契約期間延長承認通知書（様式第11）及び契約期間延長協議書（様式第12）、契約期間延
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長承諾書（様式第13）については各２部作成し、１部は受注者又は現場代理人に手渡し、

他方は起案部分とともに整理しておくものとする。 

３ 契約期間延長に伴う延長協議等の決裁区分は、その必要が生じた都度、新城市決裁規程

の区分により決裁を得るものとする。 

なお、受注者の申出によらない契約期間の延長においては、契約期間延長の協議伺いと

施行（変更）伺いは、併せて決裁を得ることができるものとする。 

（契約期間延長による契約変更の手続） 

第１９条 契約期間延長に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度、第３条から第５

条までの手続を遅滞なく行うものとする。 

２ 契約期間延長に伴う契約（変更）伺いの決裁区分は、その必要が生じた都度、新城市決

裁規程の区分により決裁を得るものとする。 

 （設計変更理由） 

第２０条 設計変更のできる範囲は、次の各号のいずれかに該当し、やむを得ず元設計を変

更する必要が生じた場合とする。 

（１） 発注後に発生した外的条件によるもの 

ア 自然現象その他不可抗力による場合 

イ 他事業（他機関、公益事業者等の現に実施中又は計画中の事業をいう。）及び施工

条件等に関連する場合 

ウ 地元調整等（地域住民の要望をはじめ、公安委員会等の他の機関、公益事業者等の

要望を含む。）の処理による場合 

エ 安全対策に基づく場合（交通誘導員、仮設工等） 

（２）発注時において確認困難な要因に基づくもの 

ア 推定岩盤線の確認に基づく場合 

イ 地盤支持力の確認に基づく場合 

ウ 土質・地質の確認に基づく場合 

エ 地下埋設物の撤去等に基づく場合 

オ 建設リサイクル法等に基づく場合（数量、処理方法、処理場等の変更） 

カ 諸経費調整に基づく場合 

キ 施工条件の明示項目の変更に基づく場合 

ク 測量・地質調査時等に判明が不可能な場合 

ケ 設計図書の不一致、誤謬、脱漏、不明確な標示、設計図書の施工条件と工事現場の

不一致及びその他確認困難な要因による場合 

（３） 事業の推進を図るもの 

(４) 各関係法令、規則等の改正によるもの 

 （設計変更による契約変更の範囲） 

第２１条 設計変更により契約変更できる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とす
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る。 

(１) 設計変更による契約金額の累計増加額が当初契約金額の30パーセント以内（別途発

注することが妥当な場合を除く。）の場合 

ただし、30パーセントを超えるものであっても、現に施工中の工事と分離して施行す

ることが著しく困難な場合については、契約変更できるものとする。 

(２) 設計変更により元契約金額を減額する場合 

 （設計変更の手続） 

第２２条 設計変更は、その必要が生じた都度、監督員が当該変更の理由を掌握し、予算の

範囲内で処理できることを確認した上で行わなければならない。 

２ 第20条の規定による設計変更を行う場合は、当該変更の内容を設計変更協議書（案）（様

式第14（その１））に整理し、決裁を得た上で、受注者に対し設計変更の協議を設計変更協

議書（様式第14（その２））により行わなければならない。 

ただし、次の各号いずれかの条件を満たす変更は、当該変更に係る工事施工後に設計変

更協議の手続きを行うことができるものとする。 

（１） 現場調整に伴い工事施工前に数量が定まらないもの。 

（２） 防災又は安全管理のため、緊急施工が必要なもの。 

（３） 受注者の責によらない事由で、設計変更を待つことができないもの（第三者への響

があるもの）。 

３ 設計変更協議書は２部作成し、１部は受注者又は現場代理人に手渡し、他方は起案部分

とともに整理しておくものとする。 

４ 設計変更に伴う変更協議の決裁は、当初と変更の合計金額とし、変更金額が減額の場合

は、当初の決裁区分とする。 

 （軽微な設計変更の手続） 

第２３条 設計の軽微な変更（以下「軽微な変更」という。）とは、前条第２項第１号又は第

２号の場合において、設計変更の内容が軽易なものであり、概算増減額見込額が当初契約

金額の10パーセント以内で、かつ、500万円未満の変更とする。 

２ 設計変更協議書は２部作成し、１部は受注者又は現場代理人に手渡し、他方は起案部分

とともに整理しておくものとする。 

３ 軽微な変更に伴う変更協議の決裁区分は、部長（当該工事が課長決裁のものは課長）の

決裁を得て協議することができるものとする。 

  また、軽微な変更、かつ、次の号に該当するものは、課長の決裁を得て、設計変更の内

容を新城市建設工事等監督要綱（様式第４）により指示することができるものとする。 

ただし、新城市建設工事等監督要綱（様式第４）により指示した内容については、工事施

工後に設計変更協議の手続きを行うものとする。 

（１）当初契約に付随する内容の変更 

 （設計変更による契約変更の手続） 
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第２４条 設計変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた場合に第３条及び第４条の

手続を遅滞なく行うものとする。ただし、契約条件等を著しく変更することとならないも

のは、工期の末までに行うことができるものとする。 

２ 設計変更に伴う予算執行（変更）伺書の決裁は、当初と変更の合計金額とし、変更金額

が減額の場合は、当初の決裁区分とする。 

３ 前項の手続完了後、支出負担行為変更決議書により決議した後、速やかに変更契約書（様

式第15）又は変更請書（様式第16）により変更契約を締結するものとする。 

 （損害金の徴収） 

第２５条 第17条の規定による契約期間の延長が受注者の責めによるものであるときは、遅

延日数に応じ、未履行部分相当額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和2

4年法律第256号）第8条第1項の規定に基づき決定された率で計算した額に相当する損害金

を徴収するものとする。 

 （未履行部分相当額） 

第２６条 損害金徴収のときにおける未履行部分相当額とは、契約金額から期間延長前の履

行期日において検査した出来形に相当する額を差し引いた額とする。 

（工事の中止） 

第２７条 工事の中止をする必要があるときは、次の区分により処理するものとする。なお、

工事を中止したときは、その時点の出来形検査調書（様式第20）を作成するものとする。 

 (１) 工事の中止をする必要があるときは、工事中止決定通知書（様式第21）により、受

注者に通知するものとする。 

 (２) 課長は、工事の中止をしたときは、工事中止報告書（様式第22）により契約課長に

報告するものとする。 

 （契約解除） 

第２８条 契約を解除する必要があるときは、次の区分により処理するものとする。 

 (１) 課長は、自らが契約解除する必要があると認めるとき、又は受注者から契約解除申

請書（様式第23）が提出されたときは、契約解除伺書により決裁を得て契約解除依頼書

（様式第24）により契約課長に依頼するものとする。 

 (２) 契約課長は、契約を解除するときは、契約解除決定通知書（様式第25（その１））に

より受注者に通知し、契約解除決定通知書受領書（様式第25（その２））を徴するものと

する。 

 (３) 契約課長は、契約解除したときは、契約解除通知書（様式第26）により課長に通知

するものとする。 

 (４) 課長は、契約解除した工事に前払金がある場合は、契約解除通知書（様式第27）に

より保証事業会社に通知するものとする。 

２ 契約解除に伴う精算は、各課が行うものとし、課長は、出来形検査を実施し、出来形調

書作成の上契約解除に伴う精算方法（別表第３）に基づき精算額を確定して、支出負担行
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為変更決議書を作成し、決裁を得て精算通知書（様式第28）により受注者に、保証金請求

通知書（様式第29）により保証事業会社に通知するものとする。 

３ 請負者から前項の精算額に基づき請求書が提出されたときは、課長は当該請求書に支出

負担行為決議書、出来形検査調書及び出来形調書を添付して支払手続を執り、また、精算

に伴う前払金の返納金については保証事業会社に、同利息については受注者に対し納入通

知書により、それぞれ請求するものとする。 

 （権利義務の譲渡等） 

第２９条 権利義務の譲渡又は承継の申出は、工事譲渡（継承）承諾申出書（様式第30）に

より提出させるものとする。 

２ 前項の申出書の提出があったときは、次の区分により処理するものとする。 

 (１) 課長は、当該申出書に工事譲渡（承継）副申書（様式第31）を添えて契約課長に送

付するものとする。 

 (２) 契約課長は、申出を承諾するときは、工事譲渡（承継）承諾書（様式第32）により

受注者及び譲受（承継）人に通知するものとする。 

 （名称変更等の届出） 

第３０条 受注者の名称若しくは組織又は住所の変更があった場合は、名称等変更届（様式

第33）を提出させるものとする。 

２ 前項の届の提出があったときは、契約課長は、写しを契約締結する課長に送付するもの

とする。 

 （部分使用） 

第３１条 工事目的物の引渡し前において出来形部分の一部又は全部を使用する必要がある

ときは、出来形検査の上、部分使用協議書（様式第34）により受注者と協議し、部分使用

同意書（様式第35）を徴し、部分使用通知書（様式第36）により受注者に通知するものと

する。 

 （部分引渡し） 

第３２条 工事の完成に先立って、工事目的物の一部完了部分の引渡しを受ける必要がある

ときは、部分引渡し調書（様式第37）を作成の上、部分引渡し協議書（様式第38）により

受注者と協議し、部分引渡し承諾書（様式第39）を徴するものとする。 

２ 承諾書徴収後の事務手続は、全部完了の手続を準用し、関係書類には一部完了である旨

明記するものとする。 

３ 部分引渡しに伴う請負代金の支払は、一部完了部分に対する請負代金相当額を支払うも

のとする。 

 （損害賠償） 

第３３条 工事の中止、契約解除、部分使用その他の理由により、受注者より損害賠償の請

求があったときは、課長は、意見を付けて市長に報告し、必要な措置を採るものとする。 

 （工事の検査） 
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第３４条 工事の検査は、新城市建設工事等検査要綱（平成17年新城市制定）により行うも

のとする。 

 （工事の完了通知等） 

第３５条 完了の通知は完了届（様式第40）により、修補補正完了の通知は修補補正完了届

（様式第41）により、行わせるものとする。 

 （前払金） 

第３６条 前払金の支払は、前払金保証証書を添えた請求書を受理した日から21日以内に支

払うものとする。 

２ 前払のできる額は、新城市公共工事に係る前金払取扱要綱（平成17年新城市制定）に定

めるところによる。 

 （部分払） 

第３７条 部分払における出来形検査の請求は、出来形検査請求書（様式第42）により行う

ものとする。 

２ 部分払の請求書、請求金額内訳書（様式第43）の提出があったときは、出来形検査調書

を添付し、請求書を受理した日から15日以内に支払うものとする。 

 （精算払） 

第３８条 契約代金の支払は、請求書に支出負担行為決議書、契約書及び完了検査調書を添

付し、請求書を受理した日から40日（測量、調査、設計及び工事用資材の購入にあっては3

0日）以内に支払うものとする。 

（契約保証金） 

第３９条 新城市契約規則第32条に定める契約保証金の免除に関する但し書は、一般競争入

札の案件には適用しないものとする。 

２ 契約保証金の還付は引渡し完了後、契約保証金払戻請求書（様式第44）により還付する

ものとする。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成17年10月 1日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成20年 4月 1日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成23年 4月 1日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成26年 4月 1日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成27年 4月 1日から施行する。 
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附 則 

 この要綱は、平成28年 4月 1日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成28年 6月 1日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成29年 4月 1日から施行する。 
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別表第１（第12条関係） 

土 木 工 事 業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は

１級の土木施工管理若しくは２級の土木施工管理（種別を「土木」

とするものに限る。）とするものに合格した者 

２ 技術士法（昭和58年法律第25号）による第２次試験のうち技術

部門を建設部門、農業部門（選択科目を「農業土木」とするもの

に限る。）、林業部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）、

水産部門（選択科目を「水産土木」とするものに限る。）又は総

合技術監理部門（選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、

「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。）とするもの

に合格した者 

建 築 工 事 業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の建築施工管

理又は２級の建築施工管理（種別を「建築」とするものに限る。）

とするものに合格した者 

２ 建築士法（昭和25年法律第202号）による１級建築士又は２級

建築士の免許を受けた者 

大 工 工 事 業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の建築施工管

理又は２級の建築施工管理（種別を「躯体」又は「仕上げ」とす

るものに限る。）とするものに合格した者 

２ 建築士法による１級建築士、２級建築士又は木造建築士の免許

を受けた者 

３ 職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）若しくは同法附則

第２条の規定による廃止前の職業訓練法（昭和33年法律第133号）

による技能検定（以下「職業能力開発促進法による技能検定」と

いう。）のうち検定職種を１級の建築大工とするものに合格した

者又は検定職種を２級の建築大工とするものに合格した後大工

工事に関し１年以上実務の経験を有する者 

４ 建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し12年以上実

務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し８

年を超える実務の経験を有する者 

５ 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以

上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関

し８年を超える実務の経験を有する者 

左 官 工 事 業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の建築施工管

理又は２級の建築施工管理（種別を「仕上げ」とするものに限る。）

とするものに合格した者 

２ 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を１級の

左官とするものに合格した者又は検定職種を２級の左官とする

ものに合格した後左官工事に関し１年以上実務の経験を有する

者 
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とび・土木工事業 

  

１ 建設業法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工、１級

の土木施工管理若しくは２級の土木施工管理（種別を「土木」又

は「薬液注入」とするものに限る。）又は１級の建築施工管理若

しくは２級の建築施工管理（種別を「躯体」とするものに限る。）

とするものに合格した者 

２ 技術士法による第２次試験のうち技術部門を建設部門、農業部

門（選択科目を「農業土木」とするものに限る。）、林業部門（選

択科目を「森林土木」とするものに限る。）、水産部門（選択科目

を「水産土木」とするものに限る。）又は総合技術監理部門（選

択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水

産土木」とするものに限る。）とするものに合格した者 

３ 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を１級の

とび・とび工、型枠施工、コンクリート圧送施工若しくはウエル

ポイント施工とするものに合格した者又は検定職種を２級のと

び若しくはとび工とするものに合格した後とび工事に関し１年

以上実務の経験を有する者、検定職種を２級の型枠施工若しくは

コンクリート圧送施工とするものに合格した後コンクリート工

事に関し１年以上実務の経験を有する者若しくは検定職種を２

級のウエルポイント施工とするものに合格した後土木工事に関

し１年以上実務の経験を有する者 

４ 社団法人地すべり対策技術協会の行う地すべり防止工事士資

格認定試験に合格し、地すべり防止工事士として登録した後土木

工事に関し１年以上実務の経験を有する者 

５ 土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年以

上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工

事に関し８年を超える実務の経験を有する者 

石 工 事 業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の土木施工管

理若しくは２級の土木施工管理（種別を「土木」とするものに限

る。）又は１級の建築施工管理若しくは２級の建築施工管理（種

別を「仕上げ」とするものに限る。）とするものに合格した者 

２ 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を１級の

ブロック建築、ブロック建築工、石材施工、石積み若しくは石工

とするものに合格した者若しくは検定職種をコンクリート積み

ブロック施工とするものに合格した者又は検定職種を２級のブ

ロック建築、ブロック建築士、石材施工、石積み若しくは石工と

するものに合格した後石工事に関し１年以上実務の経験を有す

る者 
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屋 根 工 事 業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の建築施工管

理又は２級の建築施工管理（種別を「仕上げ」とするものに限る。）

とするものに合格した者 

２ 建築士法による１級建築士又は２級建築士の免許を受けた者 

３ 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を１級の

板金（選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。）、建築板

金、板金工（選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。）、

かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した者又は

検定職種を２級の板金（選択科目を「建築板金作業」とするもの

に限る。）、建築板金、板金工（選択科目を「建築板金作業」とす

るものに限る。）、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに

合格した後屋根工事に関し１年以上実務の経験を有する者 

４ 建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し12年以上実

務の経験を有する者のうち、屋根工事業に係る建設工事に関し８

年を超える実務の経験を有する者 

電 気 工 事 業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を電気工事施工管理

とするものに合格した者 

２ 技術士法による第２次試験のうち技術部門を電気・電子部門、

建設部門又は総合技術監理部門（選択科目を電気・電子部門又は

建設部門に係るものとするものに限る。）とするものに合格した

者 

３ 電気工事士法（昭和35年法律第139号）による第１種電気工事

士免状の交付を受けた者又は第２種電気工事士免状の交付を受

けた後電気工事に関し３年以上実務の経験を有する者 

４ 電気事業法（昭和39年法律第170号）による第１種、第２種又

は第３種電気主任技術者免状の交付を受けた者（同法附則第７項

の規定により同法の第１種、第２種若しくは第３種電気主任技術

者免状の交付を受けている者とみなされた者を含む。）であって、

その免状の交付を受けた後電気工事に関し５年以上実務の経験

を有する者 

５ 建築士法第20条第４項に規定する建築設備に関する知識及び

技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなった後

電気工事に関し１年以上実務の経験を有する者 

６ 社団法人日本計装工業会の行う１級の計装士技術審査に合格

した後電気工事に関し１年以上実務のうち経験を有する者 
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管 工 事 業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を管工事施工管理と

するものに合格した者 

２ 技術士法による第２次試験のうち技術部門を機械部門（選択科

目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。）、

水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門（選択科目を「流

体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学

部門に係るものとするものに限る。）とするものに合格した者 

３ 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を１級の

配管（検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令（昭和

48年政令第98号。以下「改正令」という。）による改正後の配管

とするものにあっては、選択科目を「建設配管作業」とするもの

に限る。以下同じ。）、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管若

しくは配管工とするものに合格した者又は検定職種を２級の配

管、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管若しくは配管工とす

るものに合格した後配管工事に関し１年以上実務の経験を有す

る者 

４ 建築士法第20条第４項に規定する建築設備に関する知識及び

技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなった後

管工事に関し１年以上実務の経験を有する者 

５ 水道法（昭和32年法律第177号）による給水装置工事主任技術

者免状の交付を受けた後管工事に関し１年以上実務の経験を有

する者 

６ 社団法人日本計装工業会の行う１級の計装士技術審査に合格

した後管工事に関し１年以上実務の経験を有する者 

タイル・れんが・

ブ ロ ッ ク 工 事 業 

  

１ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の建築施工管

理又は２級の建築施工管理（種別を「躯体」又は「仕上げ」と 

 するものに限る。）とするものに合格した者 

２ 建築士法による１級建築士又は２級建築士の免許を受けた者 

３ 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を１級の

タイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、ブロック建築若しく

はブロック建築工とするものに合格した者若しくは検定職種を

れんが積み若しくはコンクリート積みブロック施工とするもの

に合格した者又は検定職種を２級のタイル張り、タイル張り工、

築炉、築炉工、ブロック建築若しくはブロック建築工とするもの

に合格した後タイル・れんが・ブロック工事に関し１年以上実務

の経験を有する者 
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鋼 構 造 物 工 事 業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の土木施工管

理若しくは２級の土木施工管理（種別を「土木」とするものに限

る。）又は１級の建築施工管理若しくは２級の建築施工管理（種

別を「躯体」とするものに限る。）とするものに合格した者 

２ 建築士法による１級建築士の免許を受けた者 

３ 技術士法による第２次試験のうち技術部門を建設部門（選択科

目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。）又は総合

技術監理部門（選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするも

のに限る。）とするものに合格した者 

４ 職業能力開発促進法による技術検定のうち検定職種を１級の

鉄工（検定職種を改正令による改正後の鉄工とするものにあって

は、選択科目を「製罐作業」又は「構造物鉄工作業」とするもの

に限る。以下同じ。）若しくは製罐とするものに合格した者又は

検定職種を２級の鉄工若しくは製罐とするものに合格した後鋼

構造物工事に関し１年以上実務の経験を有する者 

鉄 筋 工 事 業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の建築施工管

理又は２級の建築施工管理（種別を「躯体」とするものに限る。）

とするものに合格した者 

２ 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を１級の

鉄筋組立とするものに合格した者又は検定職種を鉄筋施工とす

るものであって選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及

び検定職種を鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立

て作業」とするものに合格した後若しくは検定職種を２級の鉄筋

組立てとするものに合格した後鉄筋工事に関し１年以上実務の

経験を有する者（検定職種を１級の鉄筋施行とするものであって

選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの及び検定職種を１

級の鉄筋施工とするものであって選択科目を「鉄筋組立て作業」

とするものに合格した者については、実務の経験は要しない。） 

ほ 装 工 事 業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工又は

１級の土木施工管理若しくは２級の土木施工管理（種別を「土木」

とするものに限る。）とするものに合格した者 

２ 技術士法による第２次試験のうち技術部門を建設部門又は総

合技術監理部門（選択科目を建設部門に係るものとするものに限

る。）とするものに合格した者 

しゅんせつ工事業 

  

１ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の土木施工管 

 理又は２級の土木施工管理（種別を「土木」とするものに限る。）

とするものに合格した者 

２ 技術士法による第２次試験のうち技術部門を建設部門、水産部

門（選択科目を「水産土木」とするものに限る。）又は総合技術

監理部門（選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とす

るものに限る。）とするものに合格した者 

３ 土木工事業及びしゅんせつ工事業に係る建設工事に関し12年

以上実務の経験を有する者のうち、しゅんせつ工事業に係る建設

工事に関し８年を超える実務の経験を有する者 
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板 金 工 事 業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の建築施工管

理又は２級の建築施工管理（種別を「仕上げ」とするものに限る。）

とするものに合格した者 

２ 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を１級の

板金、工場板金、建築板金、打出し板金若しくは板金工とするも

のに合格した者又は検定職種を２級の板金、工場板金、建築板金、

打出し板金若しくは板金工とするものに合格した後板金工事に

関し１年以上実務の経験を有する者 

ガ ラ ス 工 事 業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の建築施工管

理又は２級の建築施工管理（種別を「仕上げ」とするものに限る。）

とするものに合格した者 

２ 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を１級の

ガラス施工とするものに合格した者又は検定職種を２級のガラ

ス施工とするものに合格した後ガラス工事に関し１年以上実務

の経験を有する者 

３ 建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し12年以上

実務の経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関

し８年を超える実務の経験を有する者 

塗 装 工 事 業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の土木施工管

理若しくは２級の土木施工管理（種別を「鋼構造物塗装」とする

ものに限る。）又は１級の建築施工管理若しくは２級の建築施工

管理（種別を「仕上げ」とするものに限る。）とするものに合格

した者 

２ 職業能力開発促進法による技術検定のうち検定職種を１級の

塗装、木工塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、

金属塗装工若しくは噴霧塗装とするものに合格した者若しくは

検定職種を路面標示施工とするものに合格した者又は検定職種

を２級の塗装、木工塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、

金属塗装、金属塗装工若しくは噴霧塗装とするものに合格した後

塗装工事に関し１年以上実務の経験を有する者 

防 水 工 事 業 

  

１ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の建築施工管

理又は２級の建築施工管理（種別を「仕上げ」とするものに限る。）

とするものに合格した者 

２ 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を１級の

防水施工とするものに合格した者又は検定職種を２級の防水施

工とするものに合格した後防水工事に関し１年以上実務の経験

を有する者 

３ 建築工事業及び防水工事業に係る建設工事に関し12年以上実

務の経験を有する者のうち、防水工事業に係る建設工事に関し８

年を超える実務の経験を有する者 
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内 装 仕 上 工 事 業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の建築施工管

理又は２級の建築施工管理（種別を「仕上げ」とするものに限る。）

とするものに合格した者 

２ 建築士法による１級建築士又は２級建築士の免許を受けた者 

３ 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を１級の

畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、

床仕上げ施工、表装、表具若しくは表具工とするものに合格した

者又は検定職種を２級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテ

ン施工、天井仕上げ施工、床仕上げ施工、表装、表具若しくは表

具工とするものに合格した後内装仕上工事に関し１年以上実務

の経験を有する者 

４ 建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以

上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事

に関し８年を超える実務の経験を有する者 

５ 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以

上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事

に関し８年を超える実務の経験を有する者 

機械器具設置工事業  技術士法による第２次試験のうち技術部門を機械部門又は総合

技術監理部門（選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。）

とするものに合格した者 

熱 絶 縁 工 事 業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の建築施工管

理又は２級の建築施工管理（種別を「仕上げ」とするものに限る。）

とするものに合格した者 

２ 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を１級の

熱絶縁施工とするものに合格した者又は検定職種を２級の熱絶

縁施工とするものに合格した後熱絶縁工事に関し１年以上実務

の経験を有する者 

３ 建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し12年以上

実務の経験を有する者のうち、熱絶縁工事業に係る建設工事に関

し８年を超える実務の経験を有する者 

電 気 通 信 工 事 業  技術士法による第２次試験のうち技術部門を電気・電子部門又は

総合技術監理部門（選択科目を電気・電子部門に係るものとするも

のに限る。）とするものに合格した者 

造 園 工 事 業 

  

１ 建設業法による技術検定のうち検定種目を造園施工管理とす

るものに合格した者 

２ 技術士法による第２次試験のうち技術部門を建設部門、林業部

門（選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。）

又は総合技術監理部門（選択科目を建設部門に係るもの、「林業」

又は「森林土木」とするものに限る。）とするものに合格した者 

３ 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を１級の

造園とするものに合格した者又は検定職種を２級の造園とする 

 ものに合格した後造園工事に関し１年以上実務の経験を有する

者 
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さ く 井 工 事 業 １ 技術士法による第２次試験のうち技術部門を水道部門（選択科

目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。）又は総合技

術監理部門（選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに

限る。）とするものに合格した者 

２ 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を１級の

さく井とするものに合格した者又は検定職種を２級のさく井と

するものに合格した後さく井工事に関し１年以上実務の経験を

有する者 

３ 社団法人地すべり対策技術協会の行う地すべり防止工事士資

格認定試験に合格し、地すべり防止工事士として登録した後さく

井工事に関し１年以上実務の経験を有する者 

建 具 工 事 業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の建築施工管

理又は２級の建築施工管理（種別を「仕上げ」とするものに限る。）

とするものに合格した者 

２ 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を１級の

木工（選択科目を「建具製作作業」とするものに限る。以下同じ。）、

建具製作、建具工、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工と

するものに合格した者又は検定職種を２級の木工、建具製作、建

具工、カーテンウォール施工若しくはサッシ施工とするものに合

格した後建具工事に関し１年以上実務の経験を有する者 

水 道 施 設 工 事 業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の土木施工管

理又は２級の土木施工管理（種別を「土木」とするものに限る。）

とするものに合格した者 

２ 技術士法による第２次試験のうち技術部門を水道部門、衛生工

学部門（選択科目を「水質管理」又は「廃棄物処理（選択科目を

技術士法施行規則の一部を改正する総理府令（昭和57年総理府令

第37号）による改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」と

するものを含む。）」とするものに限る。）又は総合技術監理部門

（選択科目を水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物処

理」とするものに限る。）とするものに合格した者 

３ 土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し12年以

上実務の経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事

に関し８年を超える実務の経験を有する者 

消 防 施 設 工 事 業  消防法（昭和23年法律第186号）による甲種消防設備士免状又は

乙種消防設備士免状の交付を受けた者 

清 掃 施 設 工 事 業  技術士法による第２次試験のうち技術部門を衛生工学部門（選択

科目を「廃棄物処理（選択科目を技術士法施行規則の一部を改正す

る総理府令（昭和57年総理府令第37号）による改正前の技術士法施

行規則による「汚物処理」とするものを含む。）」とするものに限る。）

又は総合技術監理部門（選択科目を「廃棄物処理」とするものに限

る。）とするものに合格した者 
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別表第２（第13条関係） 

土 木 工 事 業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の建設機械施

工又は１級の土木施工管理とするもの 

２ 技術士法（昭和58年法律第25号）による第２次試験のうち技術

部門を建設部門、農業部門（選択科目を「農業土木」とするもの

に限る。）、林業部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）

水産部門（選択科目を「水産土木」とするものに限る。）又は総

合技術監理部門（選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、

「林業土木」又は「水産土木」とするものに限る。）とするもの 

建 築 工 事 業 

大 工 工 事 業 

屋 根 工 事 業 

タイル・れんが・

ブ ロ ッ ク 工 事 業 

内 装 仕 上 工 事 業 

１ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の建築施工管

理とするもの 

２ 建築士法（昭和25年法律第202号）による１級建築士の免許 

左 官 工 事 業 

鉄 筋 工 事 業 

板 金 工 事 業 

ガ ラ ス 工 事 業 

防 水 工 事 業 

熱 絶 縁 工 事 業 

建 具 工 事 業 

 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の建築施工管理

とするもの 

とび・土木工事業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の建設機械施

工、１級の土木施工管理又は１級の建築施工管理とするもの 

２ 技術士法による第２次試験のうち技術部門を建設部門、農業部

門（選択科目を「農業土木」とするものに限る。）、林業部門（選

択科目を「森林土木」とするものに限る。）、水産部門（選択科目

を「水産土木」とするものに限る。）又は総合技術監理部門（選

択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水

産土木」とするもの 

石 工 事 業 

塗 装 工 事 業 

 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の土木施工管理

又は１級の建築施工管理とするもの 

電 気 工 事 業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の電気工事施

工管理とするもの 

２ 技術士法による第２次試験のうち技術部門を電気・電子部門、

建設部門又は総合技術監理部門（選択科目を電気・電子部門又は

建設部門に係るものとするものに限る。）とするもの 

管 工 事 業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の管工事施工

管理とするもの 

２ 技術士法による第２次試験のうち技術部門を機械部門（選択科

目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。）、

水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門（選択科目を「流

体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学

部門に係るものとするものに限る。）とするもの 
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鋼 構 造 物 工 事 業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の土木施工管

理又は１級の建築施工管理とするもの 

２ 建築士法による１級建築士の免許 

３ 技術士法による第２次試験のうち技術部門を建設部門（選択科

目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。）又は総合

技術監理部門（選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするも

のに限る。）とするもの 

舗 装 工 事 業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の建設機械施

工又は１級の土木施工管理とするもの 

２ 技術士法による第２次試験のうち技術部門を建設部門又は総

合技術監理部門（選択科目を建設部門に係るものとするものに限

る。）とするもの 

しゅんせつ工事業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の土木施工管

理とするもの 

２ 技術士法による第２次試験のうち技術部門を建設部門、水産部

門（選択科目を「水産土木」とするものに限る。）又は総合技術

監理部門（選択科目を建設部門に係るもの又は「水産土木」とす

るものに限る。）とするもの 

機械器具設置工事業  技術士法による第２次試験のうち技術部門を機械部門又は総合

技術監理部門（選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。）

とするもの 

電 気 通 信 工 事 業  技術士法による第２次試験のうち技術部門を電気・電子部門又は

総合技術監理部門（選択科目を電気・電子部門に係るものとするも

のに限る。）とするもの 

造 園 工 事 業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の造園施工管

理とするもの 

２ 技術士法による第２次試験のうち技術部門を建設部門、林業部

門（選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。）

又は総合技術監理部門（選択科目を建設部門に係るもの、「林業」

又は「森林土木」とするものに限る。）とするもの 

さ く 井 工 事 業  技術士法による第２次試験のうち技術部門を水道部門（選択科目

を「上水道及び工事用水道」とするものに限る。）又は総合技術監

理部門（選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。）

とするもの 
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水 道 施 設 工 事 業 １ 建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の土木施工管

理とするもの 

２ 技術士法による第２次試験のうち技術部門を水道部門、衛生工

学部門（選択科目を「水質管理」又は「廃棄物処理（選択科目を

技術士法施行規則の一部を改正する総理府令（昭和57年総理府令

第37号）による改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」と

するものを含む。）」とするものに限る。）又は総合技術監理部門

（選択科目を水道部門に係るもの、「水質管理」又は「廃棄物処

理」とするものに限る。）とするもの 

清 掃 施 設 工 事 業  技術士法による第２次試験のうち技術部門を衛生工学部門（選択

科目を「廃棄物処理（選択科目を技術士法施行規則の一部を改正す

る総理府令（昭和57年総理府令第37号）による改正前の技術士法施

行規則による「汚物処理」とするものを含む。）」とするものに限る。）

又は総合技術監理部門（選択科目を「廃棄物処理」とするものに限

る。）とするもの 
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別表第３（第28条関係） 

契 約 解 除 に 伴 う 清 算 方 法 

支払形態 

 

 

 

 

請求及び

支払区分 

前金払いのみをしている場合 前金払いして部分払いしている場合 
部分払いのみ
している場合 

支払 済額 の
な い 場 合 

出来形がない

場合  

 

 

Ｃ＝０ 

出来形が前払

金の額に満た

ない場合  

 

Ｃ＜Ａ 

出来形が前払

金をこえてい

る場合  

 

Ｃ＞Ａ 

出来形が前払

金と同じ場合 

 

 

Ｃ＝Ａ 

出来形が前払

金と部分払金

を加えた額に

同じ場合  

Ｃ＝Ａ＋Ｂ 

出来形が前払

金と部分払金

を加えた額に

満たない場合 

Ｃ＜Ａ＋Ｂ 

出来形が前払

金と部分払金

を加えた額を

こえる場合  

Ｃ＞Ａ＋Ｂ 

出来形が部分

払金をこえて

いる場合  

 

Ｃ＞Ｂ 

出来形がある

場合  

 

 

Ｃ 

保証会社へ請

求すべき金額 

前金払相当額 

 

 

 

 

Ａ 

前払金から出

来形相当額を

控除した額 

 

 

Ａ－Ｃ 

な し な し な し 前払金に部分

払金を加えた

額から出来形

相当額を控除

した額 

(Ａ＋Ｂ)－Ｃ 

な し な し な し 

契約者へ請求

す べ き 金 額 

前払金に対す

る利息 

Ａ×Ｅ×Ｄ 

上記の利息 

(Ａ－Ｃ)×Ｅ

×Ｄ 

な し な し な し 上記の利息 

{ (Ａ＋Ｂ)－

Ｃ}×Ｄ×Ｅ 

な し な し な し 

契約者へ支払

う べ き 金 額 

な し な し 出来形相当額

から前払金を

控除した額 

 

 

Ｃ－Ａ 

な し な し な し 出来形相当額

から前払金に

部分払金を加

えた額を控除

した額 

Ｃ－(Ａ＋Ｂ) 

出来形相当額

から部分払金

を控除した額 

 

 

Ｃ－Ｂ 

出来形相当額 

 

 

 

 

Ｃ全部 

符 号 の 説 明 

Ａ 前払金額 

Ｂ 部分払金額（出来形相当額から前払金額に出来形の割合を乗じた額を控除した額） 

Ｃ 契約解除時の出来形相当金額 

Ｄ 前払金支払日から返還の日までの日数 

Ｅ 利息（年8.25パーセント） 

 

様式 略 


